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第２章 自転車利用を取り巻く情勢 

１．国や大阪府における自転車に関する動向 

１）国や大阪府における自転車に関する法律・条例及び計画等 
 平成 24 年に国土交通省及び警察庁より「安全で快適な自転車利用環境創出ガ

イドライン」が発出され、全国的にも自転車ネットワーク計画の策定が進められ

ています。 

また、平成 29 年に自転車活用推進法が施行され、国において「自転車活用推

進計画」が策定されるとともに、市町村においても「自転車活用推進計画」の策

定に努めることが明記されました。 

 

・交通事故全体に占める自転車関連事故割合の拡大や自転車利用ニーズの高まり

から、平成 24 年 11 月に国土交通省及び警察庁より「安全で快適な自転車利用

環境創出ガイドライン」が発出され、平成 28 年７月には取組の更なる推進を図

るため当該ガイドラインが改定されました。 

・大阪府では、府下における法定外路面表示の統一化を図るために、平成 25 年に 

「大阪府自転車通行空間法定外表示実施要領」が策定（平成 29 年 3 月に一部改

定）されています。 

・国においては、平成 29 年 5 月に自転車活用推進法が施行され、平成 30 年６月

に策定された自転車活用推進計画では４つの基本理念とそれに基づく基本方針

が示されるとともに、自治体に対しても区域の実情に応じた自転車活用推進計

画を定めるように努めることなどが明記されました。 

 

表２-１ 近年の国・大阪府における自転車に関する動き 

 名 称 内 容 

平成 23 年 10 月 

良好な自転車交通秩序の実現

のための総合対策の推進につ

いて（警察庁） 

車道を通行する自転車の安全と歩道を通行する

歩行者の安全の双方を確保するために、今一度、

自転車が「車両」であるという基本的な考え方を

すべての道路利用者に徹底させる、総合的な対策

を示した通達 

平成 24 年 11 月 

安全で快適な自転車利用環境

創出ガイドライン 

（国土交通省・警察庁） 

道路管理者や都道府県警察が、自転車ネットワー

ク計画の作成やその整備、通行ルールの徹底等を

進めるためのガイドライン 

自転車等駐車場の整備のあり

方に関するガイドライン 

（国土交通省） 

駅周辺及び中心市街地における自転車等駐車場

整備のための調査方法や自転車等駐車場整備の

方策に関するガイドライン 

平成 25 年４月 

大阪府自転車通行空間法定外

表示実施要領 

（大阪府道路交通環境安全推

進連絡会議） 

大阪府内における自転車利用環境の整備に向け

た取組の一つとして、自転車の通行位置や通行ル

ールを示す基本的なツールとなる法定外表示に

関するデザイン、仕様、設置の標準的な考え方に

ついて示した要領 
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 名 称 内 容 

平成 26 年１月 

自転車安全利用推進のための

重点行動指針 

（大阪府交通対策協議会） 

自転車の安全利用に向けた取組の実効性を高め

ていくために、現状分析等を行い、ターゲットを

明確にした上で、自転車利用に関わる関係者が重

点的に取り組む内容を「重点行動指針」としてと

りまとめた指針 

平成 27 年６月 
改正道路交通法の施行（国土

交通省） 

自転車運転者講習制度が導入され、自転車運転中

に信号無視等の指定された 14 項目の危険行為を

３年以内に２回以上繰り返した 14 歳以上の者に

対して、都道府県公安員会が講習を受けるよう命

令。講習を受講しない者に対しては５万円以下の

罰金 

平成 28 年４月 

大阪府自転車の安全で適正な

利用の促進に関する条例の施

行（大阪府） 

自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経

済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自

転車損害賠償保険の加入義務化 

平成 28 年７月 
安全で快適な自転車利用環境

創出ガイドラインの一部改定 

国土交通省と警察庁が連携し、身近な移動手段と

して重要な役割を担う自転車の安全で快適な利

用環境を創出する取組をさらに推進するため、平

成 24 年 11 月に策定した「安全で快適な自転車利

用環境創出ガイドライン」の一部を改定 

平成 29 年３月 

大阪府自転車通行空間法定外

表示実施要領の一部改定 

（大阪府道路交通環境安全推

進連絡会議） 

平成 25 年４月に策定した「大阪府自転車通行空

間法定外表示実施要領」の一部を改定 

平成 29 年５月 自転車活用推進法の施行（国） 

自転車活用の推進に関する施策の基本となる事

項を定め、自転車の活用を総合的かつ計画的に推

進することを目指す法律。都道府県、市町村は、

自転車活用推進計画策定の努力義務化 

平成 30 年６月 
自転車活用推進計画の策定

（国） 

「自転車の活用を総合的・計画的に推進する」た

め、国としての基本方針をまとめた計画 

令和元年 12 月 
大阪府自転車活用推進計画の

策定（大阪府） 

自転車活用に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るとともに、2025 年大阪・関西万博の開

催決定等を踏まえ、大阪府の自転車政策に関する

最上位計画として位置付け、「大阪府自転車通行

空間１０か年整備計画」などとの整合を図り 2025

年度までを計画期間として策定 

令和２年６月 
改正道路交通法の施行（国土

交通省） 

危険行為として妨害運転（自転車でのあおり運転

含む）が新たに規定され、自転車運転者講習制度

の対象が 15 項目に拡大 

令和３年５月 
第２次自転車活用推進計画の

策定（国） 

◆新たな施策の追加 

・多様な自転車の開発・普及 

・損害賠償責任保険等への加入促進など 

◆第１次自転車活用推進計画からの強化施策 

・企業の自転車通勤のための環境整備を更に推進 

・安全で快適な自転車通行空間の創出のため、都

市部を中心に計画策定し整備を推進 

・シェアサイクルへの MaaS や AI の活用など 

  



第２章 自転車利用を取り巻く情勢 
 
 

11 
 

参考１ 改正道路交通法による自転車運転者講習制度について 

 

■自転車運転者講習制度とは 

平成 27 年６月の改正道路交通法の施行に伴い導入された制度で、自転車運転者(14 歳

以上)が、３年以内に２回以上危険行為をくり返した場合、交通危険を防止するため、

都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を命じる制度になります。受講を命じられた

者は、自転車運転者講習を受講する必要があり、命令に従わない場合は５万円以下の罰

金に処されます。 

 

【講習時間】３時間  【講習手数料】6,000 円 

 

■対象となる危険行為（15 項目） 
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参考２ 大阪府自転車条例及び大阪府自転車活用推進計画について 

 

■大阪府自転車条例とは 

平成 28 年４月１日に、「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が

施行（自転車保険の加入義務化については、平成 28 年７月１日施行）されました。 

 

条例の４本柱  

○自転車保険の加入義務化 

○交通安全教育の充実 

○自転車の安全利用（高齢者のヘルメット着用、自転車の点検及び整備、反射器材 

の装着） 

○交通ルール・マナー向上 

 

■大阪府自転車活用推進計画とは 

令和元年 12 月に、自転車活用推進法に基づき、「大阪府自転車活用推進計画」が策

定され、大阪府の自転車政策に関する最上位計画として位置づけられています。 

【計画期間】令和７年度末まで 

【概要】 
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参考３ 自転車活用推進法と自転車活用推進計画について 

 

■自転車活用推進法とは 

自転車活用推進法は、自転車の活用を総合的・計画的に推進することを目的とした法

律として、平成 29年５月に施行され、国だけでなく、都道府県及び市町村についても

自転車活用推進計画を策定することが努力義務化されました。 

 

■第２次自転車活用推進計画とは 

令和３年５月に策定された本計画では、「自転車交通の役割拡大による良好な都市環

境の形成」、「サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現」、「サ

イクルツーリズムの推進による観光立国の実現」、「自転車事故のない安全で安心な社

会の実現」の４つの目標と、それらを実現するための施策が定められています。 

【計画期間】令和７年度末まで 

【目標及び実施すべき施策】 
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参考４ 改正道路交通法について 

 

■改正道路交通法について 

令和４年４月 19 日に道路交通法の一部改正案が可決・成立し、２年以内に施行され

ます。主な内容については次の通りです。 

【主な内容】 

・原動機付自転車の中に「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分が設定さ

れ、最高速度 20 ㎞/h 以下の電動キックボードはその区分に含まれる。21㎞/h 以上の

ものは、これまで通り「原動機付自転車」となる。 

・特定小型原動機付自転車は、免許不要であり、運転できる年齢は、原動機付自転車と

同じ「16歳以上」となる。 

・原動機付自転車では罰則の対象となっている運転中のヘルメット着用については努力

義務となる。 

・通行できる主な場所は、車道、普通自転車通行帯、自転車道の３つであり、基本的に

は自転車と同じである。 

・電動キックボードの利用者に加え、全ての年齢層の自転車利用者に対する乗車用ヘル

メット着用について、努力義務となる。 

 

電動キックボードとは 

キックボードに原動機（電動モーター）を装備したもので、立った状態で運転する乗り物です。 

 

現行法上の位置づけ 

・電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、原動機の定格出力により区分されま

す。また、電動キックボードの多くは、道路交通法上の原動機付自転車に該当します。 

・原動機付自転車を運転することができる運転免許証が必要であり、車道を通行しなければなりま

せん（歩道通行はできない）。また、ヘルメットの着用など原動機付自転車としての通行方法に

従う必要があります。 

・制御装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなけれ

ばなりません（最高速度が 20 ㎞/h 以下の場合は適合不要）。 

・ナンバープレートの表示、自動車損害賠償責任保険への加入、運転免許証の保有とヘルメットの

着用が必要となります。 
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２）自転車関連事故の動向 
 自転車関連事故の件数は、全交通事故件数の約２割を占めています。また、自

転車関連事故の相手当事者別交通事故件数では、対クルマや対二輪車の事故は大

幅に減少しているものの、対歩行者の事故は横ばいとなっています。 

 

・図２－１で示すように、我が国の全交通事故件数及び自転車関連事故件数は平

成 23 年～令和２年の 10 年間で約４割に減少しています。また、全交通事故に

占める自転車関連事故の割合は約２割で推移しています。 

・図２－２で示すように、相手当事者別の交通事故件数では、平成 23 年～令和２

年の 10 年間で対クルマや対二輪車の事故が約４割に減少しているものの、対歩

行者の事故は横ばいとなっています。 

 
   図２-１ 全交通事故件数及び自転車関連事故件数の推移 出典：警察庁資料より作成 

 

   

    図２-２ 自転車関連の相手当事者別交通事故件数の推移  出典：警察庁資料より作成 
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３）自転車が加害者になる交通事故による高額賠償 

 自転車が加害者になる交通事故では、被害の大きさにより数千万円の賠償金を

支払わなくてはならない場合もあります。この賠償責任は、未成年者が事故を起

こした場合でも、責任を免れることはできません。 

 

・近年、自転車が加害者となる交通事故で高額の損害賠償を求められる事例が相

次いでいます。 

・また、未成年者が自転車で事故を起こした際に、保護者が監督義務を怠ったとし

て損害賠償を求められる事例や、歩行者をひき逃げした自転車利用者に対して

自動車運転免許が停止処分になる事例がある等、自転車利用者の責任が問われ

る事例が発生しています。 

 

表２-２ 自転車での加害事故の事例 

賠償額※ 事故の概要 

9,330 万円 

男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中

に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官（25 歳）と衝突。

警察官は、頭蓋骨骨折等で約 2か月後に死亡した。（高松高等裁判所、令和

2（2020）年 7月 22 日判決） 

9,521 万円 

男子小学生（11 歳）が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別

のない道路において歩行中の女性（62 歳）と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等

の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。（神戸地方裁判所、平成 25

（2013）年 7月 4日判決） 

9,266 万円 

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断

し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員（24 歳）と衝突。男性会社

員に重大な障害（言語機能の喪失等）が残った。（東京地方裁判所、平成 20

（2008）年 6月 5日判決） 

6,779 万円 

男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差

点に進入、横断歩道を横断中の女性（38 歳）と衝突。女性は脳挫傷等で 3日

後に死亡した。（東京地方裁判所、平成 15（2003）年 9月 30 日判決） 

5,438 万円 

男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道

を横断中の女性（55 歳）と衝突。女性は頭蓋内損傷等で 11 日後に死亡した。

（東京地方裁判所、平成 19（2007）年 4月 11 日判決） 

4,043 万円 

男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、男性（62 歳）が運転

するオートバイと衝突。男性は頭蓋内損傷で 13 日後に死亡した。（東京地方

裁判所、平成 17（2005）年 9月 14 日判決） 

※賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です（上記金額は概算額）。 
出典：一般財団法人 日本損害保険協会ホームページ掲載資料より作成 
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２．自転車利用のメリット 

１）健康面のメリット 
 日常的な自転車利用は、生活習慣病の予防やダイエット等、健康増進につながり

ます。 

 

・自転車乗車のように日常的に継続する運動は、生活習慣病の予防に効果がある

とされています。例えば、心筋梗塞などの心臓血管病、脳梗塞などの脳血管病、

糖尿病、肥満等の発症率の大幅な軽減、さらに、最近では、大腸がんや乳がんの

危険性が軽減できるとされています。 

出典：「成功する自転車まちづくり～政策と計画のポイント～」（古倉宗治）より作成 

 

２）時間的メリット 
自転車は、短距離を移動する場合であれば、クルマや鉄道、バス等よりも早

く目的地まで到着する交通手段となっています。また、自転車は、朝の通勤や

通学時間帯において、クルマによる交通渋滞の影響が少ないこともメリットと

いえます。 

     

図２-３ 交通手段別の移動距離に対する所要時間 

出典：国土交通省ホームページ資料 
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３）経済面のメリット 
 自転車は、クルマに比べ初期投資費や燃料等の維持管理費が安価なため、経済的

な交通手段といえます。 

 

・自転車は、クルマに比べて、購入する際の初期投資費用や、駐車場の確保、燃料

費用等が安価になるため、自転車利用者個人として経済的な交通手段といえま

す。 

・また、自転車の利用を促進することで、市民の健康増進が図られ、将来的に医療

費の軽減にもつながることが期待されています。 

 

４）環境面のメリット 
 自転車は、走行中に二酸化酸素を排出しないことから、自家用乗用車等と比べ

て環境にやさしい交通手段といえます。 

 
図２-４ 輸送量当たりの二酸化酸素排出量（2019 年度） 

出典：国土交通省ホームページ資料より作成 
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